
第6回要介護認定調査検討会  

一議事次第 －  

日時：平成20年11月25日（火）14：00～16：00   

場所：東海大学校友会館 望星の間  

議題  

1．要介護認定モデル事業（第2次）の結果報告について  

2．その他   



第6回要介護認定調査検討会  

資 料 一  
覧  

画要介護認定一次判定ロジック見直しの主な経緯  

画モデル事業データ分析結果  

要介護認定一次判定ロジック（樹形図）変更の流れ   



要介護認定一次判定ロジック見直しの主な経緯  

0現行の要介護認定一次判定ロジックに関する課題  

課題1現行のものは平成13年のデータを使用  
・対応方針：最新のデータに基づく一次判定ロジックの構築  
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刷  ラツ  上に運用上の／  

・対応方針：コンピュータ判定による要支援2と要介護1の判別  

課題3 調査項目が多く煩雑  
・対応方針：認定調査の負担軽減の観点から精度が落ちないことを前提に調査   

項目の見直しを行う  

0これま  

要介護認定  
調査検討会  

（第4回：平成  

20年5月、第5  
回：平成20年  

モデル事業  

（第1次）  

（平成19年度）  

調査項目数：  

現行82＋新規  
6項目  

高齢者介護実   
態調査  

（平成18年度）  

調査項目数：  
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現行68項目＋新規6  
項目で樹形図を作成  
し、モデル事業（第2  
次）を実施   

要介護認定   

調査検討会 （第3回：平成  

19年11月）  行82項目＋  
新規110項目  



要介護認定モデル事業（第二次）について  

・全市町村で実施  

・従来の認定と新判定ソフトを用いた新しい認定を併用  

モデル事業（第二次）対象者数   

各市町村等のモデル事業の対象者数は人口規模に応じて、下記の通り設  
定した。  

）  ・1万人未満・・＝＝・・・1●・・＝・・・■・t・＝ 
5人   

・1万人以上5万人未満…・＝…… 10人   

・5万人以上10万人未満…‥＝＝・ 15人   

・10万人以上30万人未満…・1t・＝ 40人   

・30万人以上50万人未満■・＝・＝・t 75人   

・50万人以上100万人未満＝・・＝t 150人   

・100万人以上＝＝＝＝＝・＝＝＝・ 300人   



審査会資料の変更点  

① 認定調査項目の見直し（82項目→74項目）  

②認定調査項目の群分けの再編（7群→5群）  

③要介護認定等基準時間の帯グラフ表示の導入  

④認知症高齢者自立度Ⅱ以上の蓋然性（％）の表示  

⑤ 状態の安定性の推計結果の表示  

⑥ 中間評価項目得点表の見直し  

⑦ 日常生活自立度の組み合わせの削除  

⑧ 要介護度変更の指標の削除   



現行の審査会資料（見本）  
平ま20生1t  
平成1射≡籍  
平屋19正芳  
平成20藍11  
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取扱注意  介護認定書査会資料  

合議体番号：08007了Ik l  

破壊琵考区分：貫1号緩壌陰青 年鈴：朗歳・告別：女   碩奄の状崇：吉宅こ施設軋笥なし  

甲請区分  二新演目請  前匡蔓介護崖：なし  前置認定有効期習：   月笥  

⊥一次判定宰   
・二この分敦は、美際のケア汚笥を示すものではないノ  

呈＿翠是調査項∃  

‾嘗丁許‾■●‾て‾‾－一－‾弄貫’て芸ニヨ許  

原産珊   ‥  
ニモー「転一  
．その他ノ  

2 匠絹 肩習節  
．舶笥臥′  

一次判定繹裏 ：要介護1相当  

要介護認定等基準笥問：33・9分  ［コ［］  

食事  沸き≡  移動  清潔 旗詩  竿‡童  問題 行動  機能 試練  匡凛 陰遣   
0．7分  0＿5分  l．0分  £＿6分  了．3分  4．3分  2．4分  9．t分   

こ 専動  2 起きこがり  
3 重任焦持  
4 面長での立位  
ら 歩 行  
6 移 乗  

7 移 動 1ぎ百嘗「¶‾1‾‾貫首＝許㌻…  

ニ榎鶉動作〕2 斤孟での立位  

つか苦れば可  
巨分で支えれば   

つか苦れ牒可  

仙う野師丁苦苛‾叩   
支えが必要  

3 読 身  
‾貰司書芋‘iア‾こ‾よてそ  

轄郵チ護■1 イ皮膚漂雇  
ヱ  えん‾て  
壬 全軍妄売買壬  
4 飲 水  
三 排 尿  
6 排 ■互  
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つめ切り  
上衣の着脱  
ズ六ン等の着脱  
稟のR．弓呈  
金鉄の管理  
電話の育三用  

第1露  買2茅  賞3言草  第ヰ詳  第5≡羊  第6罰  第7詳   

86．5  60．8  j3．9  t亡〉U．0  77．7  80．2  92．9  

寓の意急戻走  寸  
背己．刀  

諒 刀   
憲患の伝票  
塘示への反応 ∈の∃ 
毎課香琶寧  

やっと習える   

ときどき通じる  

イ三三月日をいう  
7短期記憶  

ユ巨分の名宝をいう  
斎今の至宝モを王萱唇  
コ楊i苧の写真宰  

ミーて三  

．  

ウ jコ視幻毛      二 番手青が不安芸  

才 昼夜三星毎  
1 羞言暴行  
キ 同こ話をする  
う 大声を出す  
ナ 介蓮にほ抗  

ときどきある  
喜怒矢コ遼高醇壱の日常生活室立羞  

籠定細萱結果〔Ⅰ〕主語言責見書〔 いl〕  

r認烹コ症高幹考の日常生活室立羞」の董然恒言≡厄  
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：繋√琵印症貫爵看のヨ掌生活卓立廣．が  

「∈五～‡」の蓋然一生が   

A75・以上  B50◆．以上75．未満   

¢25・川以上弥．±未満D25■“未満  
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一人で出たが  
叔真窮  
火の不姫長  
物や正浩を項す  
不潔行為  
異貴行儲  
ひどい物忘れ  

認定調査繹完 ⊥真勇の程度に瞑する顎査逼毒）  

／卑手動な象計・  

点汚の菅‡室  
コ心事折菜養  
透析  
ストーマの処置  
珪素乗法  
レスピレーター  

気管切琵の処置   
蕃痛の看護  
穫讐栄養  

≡男臭コ捜熊・養薫の㌍青から程吉き7tる給付区分   

□予防籍乍窄当  回介護給や≡室  
クー灘定  
くそうの処置  
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モデル事業用審査会資料（見本）  
一息甘ニ‖野上しと・iL恵  
一・・ニ・－ニ ー－・・≒和  

一†こ■1，言 ヒ胃∴∃ l■音  
＿巧日出㌢一己盲ンt∴ヨ 碁笥  

汁護認定書査童妥結  取 扱 違 憲   

考灘F鼻音華 L：り：！く一駅軌  

範臨画笥烏■・1軋i萄凝嫌寵管 ニポ∴≡1歳 度翼．．T： 彗．ロエ‘竜j‥言 環芯 簿粗■軒溜・㌔1  

訊紳喜J▲さ・ 許軍．洋欄  折・・．奉イ！隠諷 ム‘！．  郡撫鑑甘露苛蘭牒．  上司環  

l －、lしイし丁  

二く丁冊襲に二 脊祭式・千丁鱒璃用ぃ㍗巨トでで1烏■い  

区「降 悪芋艇汁・売苓駄作誹鴨山野肇  
【 買構 キーご信  

孝－こ狩  

㌢－「ぎ苛  

．主・－「－き下  

手J」汚 

軍搾 麺叫散  
ヽ・，せ■  
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瑠禰綴離革∈ 下笹  

試製l．1最新彗．∵T髄  

電ヰ㌍ 芦王蜜軒・苧k．上・㌍・覆  
写．蛙㍑鳩廣一紅旗㌫青㌃持主．・棉i藍静男  1 碍■ざ  
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一声買電軍書  
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ミ巨一丁∴和一  
埠重ヰ：≡  

‾rこL 叫・1劇  
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第6回章介護認定調査検討  

H20．11．25  

《モデル事業データ分析結果》   

年齢階級別集計  

年齢階級  報告件数  構成比率  性別     男性  女性  

～65   929   3，01％   slo i 419  

75′、■79   5，971   19．38％   2．132  3，839  
80～84   7，992   25．93％   2，459  5，533  
85～89   6，634   21．53％   1．644  4，990  

90～94   3，407   ‖．06％   819  2，588  
95～99   96868 3．14％   203  7（∋5  
100｛－   ‖6   0．38％   16   100  

合計   30，817  100％   9，933  20，884  

構成比率  32，23％  67．77％  

報告市町村等数：1626  

援1   援2   J  l  要支  要支  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5  
～65   24 : 144 : 155 : 181 : 155 : 102 : 91 : 77  

65～69   58 : 345 i 299 : 323 i 228 : 144 : 146 : 86  
70～74   86 1 772 I 609   628 i 393 1 246 : 275 : 162  

75～79   167   1，716  1，043  1，284   6（∋2   419 : 430 : 250  

80～84   225 i 2，235   1，348   1，807   874 j 619 i 612 j 272  
85一－89   154   1．524  1，005  1，707   815 : 588 : 545 : 296  

90～94   55 : 520 i 410 i 851 i 475 i 417 i 432 i 247  
95←－99   3   86 1 62 1 19了   162   156 1 201 : 101  

100～   0   巾   4   15   18   37 : 19   22  
合計  7，343  4，935  6，993  3，782  2，728   2，751  1．513  

構成比率 23．83％  16．01％  22．69％  12，27％   8．85％   8．93％   4．91％  

護1   血  l非該当  ：婁支  婁支援2  要介  蔓介護2  要介護3  婁介吉萱4  蔓介護5  
′〉65   16   118ii 170 : 174   162   121 i 84 : 82  

65－69   36 i 321 j 291 j 333 1 254 i 167 i 133 j 94  

70～74   80 : 700 : 585 : 609 : 479 : 307 : 236 : 171  
75・－79   117jj 1．588   1．091   1．224   757 i 532 i 354 i 295  

80～84   154  2，050  1．456  1，688  1，038   762 : 517 : 322  

85～89   82 i 1，391   1－140   1，504   970 : 687 : 516 : 339  
90～94   23 i 455 i 470 i 748 i 552 i 454 i 402 j 302  

95～99   0   60 : 93 : 167 1 1（；6   176 : 180 : 125  

100～   0   3   2   14   19 i 35 i 20 j 23  
合計  6．686  5，298  6，461  4，397  3，241   2，442  1，753  

構成比率 21．70％  17．19％  20．97％  14．27％  10．52％   7．92％   5．69ワふ  



《モデル事業データ分析結果》  

①現行の審査判定による重軽度変更率（全国、都道府県別）  



《モデル事業データ分析結果》  

② モデル事業の審査判定による重軽度変更率（全国、都道府県別）  

ニ次判定結果 －  一次判定結果  データ件数   

都道府県  軽度変更  変更なし  重度変更  変更件数（軽度）   変更なし   変更件数（重度）  対象件数   

北海道   5．6％   78．3％   16．0％   85   1，181   242   1，508   

青森県   7．7％   81．9％   10．4％   32   339   43   414   

岩手県   2．6％   了7．6％   19．8％   9   267   68   344   

宮城県   0．8％   82．了％   16．5％   4   425   85   514   

秋田県   5．1％   79月％   15．1％   16   249   47   312   
山形県   2．9％   80．0％   17．1％   10   280   60   350   
福島県  4．6％  82．7％  12．7％   694   
茨城県   3．0％   83．4％   13．6％   740   
栃木県   4．3％   81．0％   14．7％   23   431   78   532   
群馬県   3月％   81．8％   14．4％   22   478   84   584   
埼玉県   5．1％   79．6％   15．3％   70   1，103   212   1，38   
千葉県   2．5％   83．6％   13．9％   30   998   166   1，194   

東京都   3．1％   79．1％   17．8％   80   2，022   455   2，557   

神奈川県   4．1％   81．3％   14．6％   74   1，451   260   1，785   

新潟県   6．0％   80．8％   13．2％   34   458   75   567   

富山県   3．0％   75．3％   21’．8％   8   204   59   271   

石川県  5．9％  82．9％  11．2％  18  252   34  304   
福井県   1．9％   84．5％   13．6％   5   224  36   265   
山梨県   2．7％   87．5％   9．8％   5   161   18   184   
長野県   4．1％   80．5％   15．4％   26   512   98  636   
岐阜県   5．6％   84．1％   10．2％   33   493   60   586   
静岡県   5．7％   83．4％   10．9％   49   859   
愛知県  5．2％  81．8％  13．0％   84   1，630   
三重県   2．7％   83．1％   14．3％   16   495   85   596   
滋賀県   6．3％   80．3％   13．4％   26   330   55   411   
京都府   4．9％   84．4％   10．7％   18   309   39   366   

大阪府   3．2％   84．5％   12．3％   78   2，030   295   2，403   
兵庫県   8．3％   81．4％   10．3％   110   1，079   136   1，325   
奈良県   7．8％   85．1％   7‘0％   29   315   26   3了0   

和歌山県   6．2％   80．5％   13．3％   15   194   32   241   
鳥取県 10．4％   77．0％   12．6％   14   104   17   135   
島根県   2．2％   83．4％   14．3％   5   186   32   223   
岡山県   2．4％   89．1％   8．4％   401   38   450   
広島県   7．1％   81．4％   11．5％   55   635   90   780   
山口県  3，6％   80．4％  16．0％  15   332  66   413   
徳島県   3．7％   86．5％   9．8％   8   186   21   215   
香川県   3．8％   83．3％   12．9％   7   155   24   186   
愛媛県   5．2％   80．3％   14．6％   22   342   62   426   
高知県   7．4％   82．5％   10．1％   19   212   26   257   
福岡県   8．0％   80．8％   11．2％   80   809   112   1，001   
佐賀県   8．4％   79．6％   12．0％   19   179   27   225   
長崎県   6．8％   79．4％   13二9％   20   235   41   296   
熊本県  3．2％  81．2％  15．6％  16   411  79   506   
大分県   5．6％   84．9％   9．5％   30   457   51   538   
宮崎県   11．2％   73．5％   15．3％   35   230   48   313   
鹿児島県   7．0％   76．8％   16．2％   38   417   88   543   
沖縄県   4．0％   87．2％   8．8％   14   307   31  352   
全国平均   5．0％   8l．7％   13．3％   l，471   25，119   4，柑6   30，786   
標準偏差   2．2   3．0   2．9  



《モデル事業データ分析結果》   

現行とモデル事業の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率の比較  

①現行の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率比較（都道府県別）  
現行の二次判定精果  

享支援2  要介護1   

件数   比婁   件数   都道府県  

北海道   349   53．5％   303   46．5％   

青森県   55   42．6％   74   57．4％   

岩手県   42   32．8％   86   67ニ2％   

宮城県   83   44．1％   105   55．9％   

秋田県   58   41．7％   81   58．3％   

山形県   71   46．4％   82   53．6％   

福島県   165   56．3％   128   43．7％   

茨城県   120   42．1％   165   57．9％   

栃木県   102   52．0％   94   48．0％   

群馬県   135   51．9％   125   48．1％   

埼玉県   232   43．0％   307   57．0％   

干葉県   283   54．2％   239   45．8％   

東京都   511   49．0％   532   51．0％   

神奈川県   406   56．0％   319   44．0％   

新潟県   111   50．2％   110   49．8％   

富山県   37   40．2％   55   59．8％   

石川県   82   59．4％   56   40．6％   

福井県   49   51．0％   47   49．0％   

山梨県   25   39．7％   38   60．3％   

長野県   100   42．4％   136   57．6％   

岐阜県   105   52．2％   96   47．8％   

静岡県   149   44．9％   183   55．1％   

愛知県   350   54．0％   298   46．0％   

三重県   140   58．3％   100   41．7％   

滋賀県   92   50．8％   89   49．2％   

京都府   69   50．4％   68   49．6％   

大阪府   599   61．0％   383   39．0％   

兵庫県   244   51．4％   231   48．6％   

奈良県   92   69．2％   41   30．8％   

和歌山県   59   59．6％   40   40．4％   

鳥取県   27   47．4％   30   526％   

島根県   48   51．1％   46   48．9％   

岡山県   110   57．6％   81   42．4％   

広島県   170   52．0％   157   480％   
山口県   79   48．8％   83   512％   
徳島県   48   54．5％   40   455％   
香川県   27   47．4％   30   526％   

媛県   88   46．3％   102   53．7％   
最知県   37   45．1％   45   54．9％   
福岡県   229   53．5％   199   465％   
佐賀県   34   41．5％   48   
長崎県   

585％  
54   41．9％   75   581％   

熊本県   100   53．5％   87   
大分県   

4659‘  
131   56．0％   103   

宮崎県   
440％  

75   52．4％   68   
鹿児島県  

476％  
90   43．1％   119   

l∃  

56．9％   
70   52．2％   64   478％   

6，332    5988  ． 0   
標準偏差  全国平均    51．4％  ■   486％  

6．7  6．7  



《モデル事業データ分析結果》   

現行とモデル事業の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率の比較  

②モデル事業の二次判定結果の要支援2／享介護1の比率比較（都道府県別）  
モデル事業の二次判定結果  

要支援2  要介護1   

都道府県   件数   比峯   件数   

北海道   272   44．4％   341 j 55．6％   

青森県   58   36．7％   100   63．3％   

岩手県   48   40．3％   71   59．7％   

宮城県   66   32．4％   138   67．6％   

秋田県   41   32．0％   87   68．0％   

山形県   47   34．1％   91   65．9％   

福島県   124   45．8％   147   54．2％   

茨城県   106   36．6％   184   63．4％   

栃木県   105   51．0％   101   49．0％   

群馬県   94   41．0％   135   59．0％   

碕玉県   217   42．0％   300   58．0％   

千葉県   214   43．6％   277   56．4％   

東京都  447  45．5％   535  54．5％   

神奈川県   312   46．8％   355   53．2％   

新潟県   96   43．4％   125   56．6％   

富山県   30   34．9％   56   65．1％   

石川県   52   44．1％   66   55．9％   

福井県   45   45．9％   53   54．1％   

山梨県   17   25‘醜   49  74二2％   

長野県   98   41．5％   138   58．5％   

岐阜県   92   46．9％   104   53．1％   

静岡県   126  40．4％  186  59．6％   
愛知県   266   44．6％   331   55．4％   

三重県   108   48．2％   116   51．8％   

滋賀県   77   47．5％   85   52．5％   

京都府   58   43．0％   77   57．0％   

大阪府   484   56．2％   377   43．8％   

兵庫県   231   49．1％   239   50．9％   

奈良県   76   58．9％   53   41．1％   

和歌山県   57   5乱2％   41   41．8％   

鳥取県   19   33．3％   38   66．7％   

島根県   45   47．9％   49   52．1％   

岡山県   82   47．4％   91   52．6％   

広島県   153   47．5％   169   52．5％   

山口県   62   43．1％   82   56．9％   

徳島県   45   51．1％   43   48．9％   

香川県   26   44．8％   32   55．2％   

愛媛県   73   40．1％   109   59．9％   

高知県   36   38．7％   5了   61．3％   

福岡県   183   43．3％   240   56．7％   

佐賀県   34   42．5％   46   57．5％   

長崎県   59   47．6％   65   52．4％   

熊本県   98   48．8％   103   51．2％   

大分県   119   50．6％   116   49．4％   

宮崎県   65   45．5％   78   54．5％   

鹿児島県   82   39．6％   125   60．4％   

沖縄県   53   46．9％   60   
6，461  



現行制度とモデル事業の一次判定による判定結果の比較  

現行制度とモデル事業の一次判定による各要介護（要支援）状態区分の出現状況  

要介護1相当  
非該当   要支援1  （要支援2および  要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   

要介護1）  

現行制度   4．8％   21．8％   39．3％   12．1％   9．2％   6．8％   6．1％   

モデル事業   2．5％   23．8％   38．7％   12．3％   臥9％   8．9％   4．9％   

現行制度とモデル事業の一次判定による各要介護（要支援）状態区分の一致率等  

件数   
比率   

一致   17，764   57．6％   

一次判定（現行）→一次判定（モデル事業）   

軽度の判定   
6，088   19．8％  

一次判定（現行）→一次判定（モデル事業）   

重度の判定   
6，965   22．6％  

計   30，817   100．0％  



現行制度とモデル事業の二次判定による判定結果の比較  

現行制度とモデル事業の二次判定による各要介護（要支援）状態区分の出現状況  

非該当   要支援1   要支援2   要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   

現行制度   1．5％   19．4％   20．6％   19．5％   14．4％   11．5％   7．3％   6．0％   

モ手ル事業   1．7％   21．7％   17．2％   21．0％   14．3％   10．5％   7．9％   5．7％   

現行制度とモデル事業の二次判定による各要介護（要支援）状態区分の一致率等  

件数   比率   

一致   19，442   63．2％   

二次判定（現行）→ニ次判定（モデル事業）  

軽度の判定   
6，189   20．1％   

二次判定（現行）→二次判定（モデル事業）  

重度の判定   
5，139   16．7％   

計   30，770   100．0％  



要介護認定モデル事業（第二次）の結果の概要  

ー  ニ次判定による重度変更、軽度変更ともに全国での平準化が図られた。  

亡 要支援2、要介護1の全国での出現比率のバラツキは若干の改善が見られた。  

・現行及びモデル事業の一次判定において判定が一致した割合は57．6％、モ  
デル事業の方が現行の判定より重度に判定される割合は22．6％、軽度に判定さ  
れる割合は19．8％であった。  

・現行及びモデル事業の二次判定において判定が一致した割合は63．2％、モ  
デル事業の方が現行の判定より重度に判定される割合は16．7％、軽度に判定さ  
れる割合は20．1％であった。  

・全国における各要介護（要支援）状態区分の出現割合については、一次判定、  
二次判定ともにほぼ現行の審査判定と同等であると考えられる。  

今後、今回の検討内容を基にバグの修正等を含めソフトウエアの改修を行い、  

平成21年度のソフト導入をすすめたい。  

8   



1 第≡要≡≡査≡寸芸L司   
要介護認定一次判定ロジック（樹形図）変更の流れ  



今後の予定  

マニュアルの配布（12月－1月）  

新認定ソフト配布（1月中旬） 

平成21年3月で有効期間が満了する者  

の更新申請の受付開始（有効期間満了  
日の60日前から）  

平成21年4月全面施行   

●  

●   




